情報公開制度の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　行政情報の公開を実施する機関（実施機関）
市長、上下水道事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
２　公開請求の対象となる行政情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象になります。
※次の行政情報は請求の対象外となります。
●官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
●高知市立市民図書館その他これに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
３　公開請求ができる人

　　どなたでも公開請求をすることができます。

４　公開請求の方法
公開請求をする場合は、所定の請求書に必要な事項を記入して、各担当課又は情報公開・市民相談センターに提出してください。（請求先となる実施機関によって、請求書の提出先が異なります。詳細は、情報公開・市民相談センターまでお問い合わせください。）郵送・ファクスによる請求もできます。
５　公開できない情報
公開請求のあった行政情報は、原則公開しますが、次の情報については、公開できない場合があります。
●法令等の規定により公開することができない情報
●個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報

●法人等に関する情報であって、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
●人の生命・財産等の保護や公共の安全などに支障が生ずるおそれがある情報

●市や国等の審議・検討・協議等に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益等を与えるおそれがある情報
●市や国等の事務事業に関する情報であって、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
●国等との協力関係に支障が生ずるおそれがある情報
●任意に個人等から提供された情報であって、公開することにより個人等との信頼関係を損なうおそれがある情報
６　公開等の決定
実施機関は、公開請求があった日から15日以内に公開するかどうかを決定します（事務処理上の困難その他相当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。）。公開するときは公開の日時と場所を、しないときはその理由を文書でお知らせします。
７　費用

閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、次の実費をいただきます。
・Ａ３まで　　１枚（１面）につき10円（カラーコピーの場合は50円）

・外部に委託して作成したもの　　写しの作成に要した委託の金額
郵送による交付の場合は、写しの交付代金と郵送料を現金書留又は郵便為替により前納していただいた後、交付代金の領収書及び当該写しを送付します。

８　公開決定等に不服がある場合
　　　公開請求に対する決定（非公開決定・一部公開決定など）に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

　　　この場合、実施機関は「高知市行政情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることになります。

９　お問い合わせ先
　　高知市役所総務部広聴広報課情報公開･市民相談センター
　　〒780-8571

  　高知市本町５丁目１番45号（本庁舎１階113番窓口）
電話088-823-9412  ／ FAX 088-823-9059　
E-mail：kc-011601@city.kochi.lg.jp
